
住民基本台帳の閲覧状況を公表します
市民健康課　戸籍住民係 72-5166

残り10区画「そらにわの丘」
（安岐町下原）申込受付中

まちづくり推進課　まちデザイン係 72-5186

　安岐町下原地区の分譲地「そらにわの丘」は、残り10区画
（令和5年7月24日現在）となっています。空き区画の申し
込みを先着順で受け付けしていますので、ご検討中の方は
お早めにお申し込みください。
※1世帯1区画の申し込みとなります。
※同日に同区画に複数の申し込みがあった場合は、抽選に
より購入者を決定します。

申込資格
　次のいずれかに該当しない方。
①売買物件を転売、または建築した住宅を貸家や別荘と
する者
②単身世帯である者
③法人
※他にも要件がありますので、詳細はお問い合わせください。

マイホーム取得に最大150万円の奨励金があります
（令和6年3月31日まで！）
市内で住宅を新築または購入される方に
対し、その費用の2分の1以内で奨励金を
交付します。（国東市あったか家族マイ
ホーム新築・購入応援奨励金）。詳細は市
ホームページをご覧ください。

市内居住者･･･上限 50万円
県内転入者･･･上限100万円
県外転入者･･･上限150万円

そらにわの丘

奨励金

住民基本台帳法に基づき、令和4年度の国東市住民基本台帳の閲覧状況を公表します。
※住民基本台帳は原則非公開ですが、公益性の高い調査研究などに利用する場合は閲覧が可能です。

（令和4年4月1日～令和5年3月31日）

令和4年
8月10日

令和4年
9月10日

令和4年
10月1日

令和4年
10月19日

令和5年
1月26日

市内全域　240名

市内全域　150名

市内全域　100名

国見町伊美　50名
安岐町富清・朝来・糸永
50名

国見町櫛海・岐部　50名
国見町野田・千燈　50名
安岐町向陽台・馬場・下原
50名

就業構造基本調査

大分県中心市街地等
消費者買物動向調査

令和4年度　子ども・子育て
県民意識調査

家計消費状況調査

家計消費状況調査

大分県企画振興部統計調査課長
宮澤　　洋

令和4年
8月1日 市内全域　384名県民健康づくり実態調査大分県福祉保健部健康づくり支援課長

中川　道子

大分県商工労働部商業・サービス業振興課長
山本　勝紀

大分県福祉保健部こども未来課長
内海　奈穂子

総務省統計局統計調査部消費統計課長
田村　彰浩

総務省統計局統計調査部消費統計課長
田村　彰浩

閲覧年月日閲覧申出者 利用目的 閲覧にかかる住民の範囲

補助対象事業者
（1）市民5人以上で構成される団体で、規約などを制定し、

活動拠点を市内に有し、代表者が市内に住所を有する
団体

（2）市商工会の会員により構成された団体

補助対象事業
　飲食や物販の出店のほかに主催者によるイベントの活性
化や集客が図られるような演出（ステージイベントなど）が
企画されており、事業費の総額が40万円以上のもの。
　申請方法や補助額などの詳細は市ホームページをご確認
ください。

　地域観光の振興及び地域住民の交流促進を図るため、地域観光イベントを主催する団体に該当する経費を助成します。
（上限80万円）

「国東市地域観光イベント事業補助金」のお知らせ
観光課　観光係 72-5168

　肥料や飼料、農業資材などの高騰で疲弊化が目立つ農業
経営体に対する事業継続を支援することを目的に「国東市
農業応援定額給付金」を支給します。

国東市
農業応援定額給付金を
給付します

申請期限
　9月29日（金）まで
※必要書類などの詳細は市ホームページをご覧になるか、
農政課までお問い合わせください。

主な支給対象要件
　次の①～⑤に該当する農業経営体
①市内に住民登録または事業所があり、今後も農業を継続
する意思があること。
②個人事業主は令和４年度分の税申告、法人は決算月が令
和4年7月1日から令和5年6月30日までの法人税申告を
していること。
③②の税申告（法人税申告）の農業収入額が300万円以上。
④「国東市乾しいたけ燃油高騰対策支援事業」の補助金を受
給していないこと。
⑤税金などの滞納がないこと。

農政課　農政係 72-5167

給付金額
　農業収入額に応じて、次の通り給付します。

農業収入額
300万円以上～400万円未満

400万円以上～600万円未満

600万円以上～800万円未満

800万円以上1,000万円未満

1,000万円以上2,000万円未満

2,000万円以上3,000万円未満

3,000万円以上4,000万円未満

4,000万円以上5,000万円未満

5,000万円以上7,000万円未満

7,000万円以上

4万円

6万円

8万円

10万円

15万円

25万円

35万円

45万円

60万円

70万円

給付金額

イベント用品を貸し出します
　イベントやマルシェなどを開催する団体に、簡易テン
トなどのイベントに関する備品の貸出を行っています。
▼対象団体　交流人口拡大を図るためイベントを行う団体
▼貸出・返却　原則3日以内
詳細は市ホームページをご覧ください。

「4町ふるさとまつり」開催終了のお知らせ
　例年、秋に開催していた「4町ふるさとまつり」は、
地域団体の高齢化や営業許可申請の取り扱いなどさま
ざまな要因から開催が困難となったため終了する事と
しました。永きに渡りご協力頂きありがとうございま
した。
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